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锘
ニ
十
餘C

l

四
九
5

新
刊
紹
介

第
十一

號 

一
二
六

W

紹

令

我

■

の
勞
働
法
に
關
す
る
最
近
の
收
獲

織
m

.

.

.

.

.

.

:

:

1
.
.
:一：.

.

.

.

.

我
國
の
勞
,«

法
に
關
す
る
最
近
の
收
權
ビ
题
し
て
此
處
に
紹
介
せ
ん
ど
す
る
の
は
商
學
士
山
巾
篤
太
郞
氏
の「

！1
: 

本
勞
働
鈕
合
法
案
.硏
究J

ミ
法
學
博
士
末
弘
嚴
太
郎
氏
の「

勞
働
法
硏
究」

>

の
兩
鄯
で
あ
る
。
 

：

:

前
渚
は
著
者
が
硏
虎
眞
た
る
橫
濱
社
會
問
題
硏
究
所
に
於
て
發
炎
し
た
る
講
演
の
戚
稿
ビ
報
告
の
股
稿
ビ
广
多
少 

の
'®
削

を

な

し

聯

絡

を

有

た

3

如
て
、,.
'」
卷
に
收
錄
し
た
も
の
で
.あ
つ
て
、
其
表
題
.に
ょ
つ
て
窺
ふ
こ
ミ
を
得
る
が 

•

如
<

、
我
阈
に
'於
け
る
勞
:«
紐

僉

法

案

を

曜

「
.の

硏

究

對

象

V」

し
た
も
の
で
あ
る
。
今
典
結
構
の
大
要
を
見
れ
ば
、
 

■.著
渚
U

先
づ
其
.

「

序
論J

に
；
於

て

.
勞

働

f
t合
の
成
立
、
勞
，働

紐

合

の

價

値

"

我

國

に

於

る

勞

働

紐

合

S

法
雜
に
筆
を 

.

起
し
.、「

我
議
に
於
义
勞
働
#

合
法
案
の
推
移
.
に
於
て
大
正
八
年
ょ
9

昨
十
四
年
に
至
る
勞
働
紐
合
法
の
制
定
に
關 

:
す
る
速
動
を
槪
觀
し

>
:然
ろ
後

'

本
論
た
る「

社
會
椅
原
案
の
考
察」

V
J

之

に

對

し

て

加

へ

ら

れ

た

る

行

政

調

^
會 

の
修
正
を
參
酌
し
て
得
た
；る

1
sf
c

#

確
足
案
の#

a」

.を
詳
述
し
て
、
最
後
に「

M

il
5
c

」

を
以
て
本
文
を
宪
了
し
て 

炤
る
が
、
尙
參
照
す
；べ」

き
諸
勞
慟
組
合
法
案
幷
に
參
考
す
べ
き
時
事
文
献
を「

附
錄」

>/J

し
て
列
擧
す
る
等
、
I d

に 

用
意
调
到
で
あ
る
。
/

:■
■
'

著
漭
は
勞
働
組
合
の
意
義
及
.び
自
已
の
硏
兜
態
度
に
關
.し
て「

社
會
甸
M

案
の
#

察」

の
叙
論
の
^

頭
に
於
て
、

明

快

に

次

，
の

言

を

な

：
し

，
て

:/

5

る
。
卽

ち「

勞
働
組
.
合
法
の
近
代
的
な
獄
哝
は
、
新
し
き
1|
:

會
现
象
*
勞
働
組
合
述
動

な

る

も

0

を
法
排

秩

序

0

中

に

包
人

れ

ん

V
L .
V

3

る

に

，

®

.
る

o

從

づ

て

失

は

從

來

不

當

に

彭

.

.造

し

、

^

 

X

T 

H
U
M 
s

し
て
ゐ
た
傷
法
称
.
0,UN
己
改
1

.で
あ
る
，0
だ
か
ち
勞
働
鈕
合
故
の
中
心
部
分
は
如
何
に
し
て ' > 
の
不
常
な
應
迫VJ 
.小 

常
な
無
視W

を
改
廢
す
る
か
に
#

す
るJ

 

(

五
六
1)

ど
。

:

續
い
て
原
案
が
法
渖
的
取
极
を
與
べ
ん
ど
す
る
勞
働
組
合
は「

勞
働
條
件
ン
維
持
改
#
ヲ
问
的
ト
ス
ル
勞
働
漭
十 

:

.
人
似
上
ノ 

M

體
又
々
與
聯
合」

：で
あ
つ
_
て
、
此
外
勞
働
組
合
は「

糾
合
员
ノ
共
濟
倐
養
巩
ノ
他
典
同
利
益
ノ
保
識
咐
迆 

: 

.

.

.ヲ
目
的
ト
爲
ス
コ
ト」

を
#

る
を
述
べ
>

先
づ
目
的
规
宽
の
内
容
を
觀
察
し
"「

勞
.
1
條

仵
ノ

維

持

改

善
」
(

六
ニ
ー
六 

.

五
故
；

r
「

共
濟
修
狻
其〜

他
ノ
典
同
利
益
ノ
保
諕
增
進」
(

六
.五

丨

六

六

锊

)

の
何
な
る
か
を
明
か
に
し
>
第

..
_
.
羽

の

巾
 

_

に

「

勞

働

條

件

ノ

維

持

改

善

」
「

其

V

他
典
同
利
益
ノ
保
■

僧
進」

「

ヲ
0
£
的
ト
ス
ル」

幽
體
ビ
附
加
訂
汜
す
れ
.
ば
"
共 

:

:

濟
修
養
等
の
文
字
を
用
.
ゐ
ず
ビ
も
部
足
り
る
で
4)

ら
ぅ」

'
六
八
岚
'

}
こ
ビ
ょ
り
進
み
て
"
勞
働
漭

の

實

際

的

怨

味

を 

明
瞭
に
し
、
小
作
人
.姐
合
が
股
梁
の
細
州
範
1

内
{:

布
ら
ざ
る
_

を
叙
し(

七

八

丨

七

九

贾

〕

、

然

か

も

「

こ
0

、勞
_
 

.

客
J 

は
所
！

i

勞
働
#
,
を
舊
范
別
に
岔
む
べ
き
も
の
で
あ
り
、
行
政
調
査
會
に
て
農
業
ノ
林
業
、
漁
業
勞
鋤
荠
を
除 

外
せ
ん
^
/
し
た
の
は
誤
つ
て
ゐ
る」
(

七
九
^

)

ビ
云
ひ
、
失
業
•
せ
る
勞
働
者
"

勞
働
者
以
外
の
渚
、
法
律
上
の
無
能 

:
力
考
即
ち
趣
及
び
米
成
^-

渚
"

外
國
ん
の
加
入
如
に
威V

論
じ(

八
九—

九
六
頁
/

組
.合
加
入
漭
の
數
を
十
名
以
上 

に
制
很
す
る
规
定
ば
"
之
を
廢
す
る
方
却
つ
て
安
當
1'
'

あ
る
ど
な
し
て
ゐ
る(

九
六
_
丨
九
九
埒〕

。
而
し
て
傲
後
の「

勞 

.

働
者
ノ
圆
磑
又
へ
其
聯
合」

ヒ
运
ふ
こ
ど
に
11

し
て
は
、
其
間
何
等
の
紐
織
範
圍
乃
至
細
帶
上
.の
®
件
の
示
さ
れ
ざ 

,

る
こ
气
斯
の
如
&

要
件
は
區
別
の
瞹
味
な
る
こ
ミ
、
或
は
却
：で

「
S

助
妞
勘
た
る
組
合
を
朱
勢
し
無
意
義
た
ら
し 

ヤ
る
恐
れ
が
め
り」

有
®

及
る
.こ
ビ
を
述
ベ
て
ゐ
る(

九
九—

一

〇

六

，̂

}
。

斯
ぐ
て
寒
者
は
是
等
勞
働
紐
合
の
定
義
，の
諸
要
素
の
內
容
を
個
別
的
に
檢
し
.た
る
後
、
定
_

の
全
體
>

」

し
て
の
意 

I

義
を
明
か
に
し
"「

法
#

的
取
扱
を
與
ふ
る
條
件
の
設
定
に
當
つ
て
は
、
現
狀
に
人
爲
的
改
變
を
作
用
し
"或
は
现
存
す 

;;
る
運
動
の
部
分
を
ば
法
伴
ょ
•ぅ

枢

否

し

除

斥

せ

ん

v

す
る
が
如
き
事
は
、愼
.む
べ
き
目
的
背
反
で
あ
る」

(

一.
0

A

M〕 

「

法
：

t

が
勞
働
組
合
に
作
用
し
将
る
範
©

は
"

保
«

に
せ
ょ
取
締
に
せ
ょ
法
律
に
ょ
：る
指

_

や
定
型
化
を
岔
ま
な
い
。



第
二
十
溜(

.1

四
九
四> 

新
刊
紹
介
 

第
t

l

M1

ニ
A

夫

等

は

當

さ

に

組

合

法

鱗

成

要

素

か

ら

除

か

る

べ

き

で

あ

る

。
法

律

は

自

Q

自

身

の

領

域

を

踏

越

え

て

は

な

ら

な

い

o 

資

本

家

は

自

利

心

を

柳

拭

し

て

經

濟

の

眞

如

仁

味

到

せ

ね

枕

な

ら

S
*

法

律

的

定

_

は

「

條
#

」

€

「

定

義

」

ビ

の

混

同
 

■}
:

よ
つ
" ;
て

法

律

の

规

笼

を

逆

^

し

て

、

經

濟

事

實

を

不

自

然

に

歪

め

ん

ミ

す

る

迷

.妄

よ

A
 

_
め

ね

ば

な

ら

ぬ

」

ビ

結 

ん

で

ゐ

る

(

一

一

四

頁

)

。

- ;
.

:

,

而
し
て
勞
働
組
合
が
：法
律
的
取
极
の
利
益
を
享
け
んw

す
る
場
合
の
第1

一
次
的
修
仲
た
る
義
務
ビ
監
督
に
關
し
て 

.
は
、
著
者
は
公
，共
的
®!
係
を
主
ど
す
る
屆
出

 

> 
報
吿
"

備
付
の
義
務
を
詳
細
に
分
析
し
て
硏
究
し
2

一
 

五—
1

一一
 

六
負)

地
方
長
官
に
監
督
.の
權
能
を
附
與
し
裁
判
所
に
俯
與
ぜ
ざ
り
し
こ
ビ
を
退
及
し
2

ニ
七
贾)

"

M

に

「

公
益 

を
®

す
る
場
合
に
は
J「

a

合
じ
解
散
の
命
令
を
驿
し
得
ベ
き
規
定
を
設
け
ん
ど
す
る
議
あ
り
し
に
至
つ
て
は
祺
ろ
驚 

啖
に
値
す
る」

(
I

 

二
九
良〕「

不

安

な

る

解

散

命

令

に

よ

つ

て

龃

合

法

案

を

i
t

可
主
義
：の
色
に
染
め
よ
ぅ
ビ
す
る」

が 

如
ぎ
法
律
は「

社
會
正
.義
の
目
標
た
る
法
律
の
名
の
爲
に
極
力
拒
帝
す
べ
き
は
論
な
き
所
で
あ
る
L( 

ニ
ニ 

一
 

ど
一 

蹴
し
て
ゐ
る
。

,

^

上

の
.如

き

數

褪

の

條

#

の

卞

|:
勞

_

組

合

に

與

へ

ん

ビ

し

た

組

合

運

動

自

出

の

承

認

は

"

第

一

に
所

謂

加

入

權
 

の

倮

證

で

あ

つ

て

、
'傭

主

が

勞

働

者

を

紐

合

員

た

る

の

故

釦

以

て

解

歷

す

る

f」

€

を

禁

じ

，

之

に

違

反

す

る

時

は

過
 

料

を

以

て

罰

す

る

第

す

：—
條

及

び

.第

二

十
 

一
«

の

規

定

が

之

で

あ

る

。

著

者

は

之

に

對

す

る

資

本

家

的

見

解

を

®

し 

(

一
H

r a
丨

|

四 

一
®

-

#

规

笼

は

r
ff
i

一
 

三

九

；

主

張
 

し

"

K

に

其

實

際

的

激

來

ね

論

及

し

(

一

四

「

頁

彳

f

调

四

頁

3
"
「

要

a

依

然

V

' L
て

法

#

よ

り

も

組

合

の

力

に

A
 

る」
(

一

四

三‘0

こ
.

丨
，を
，
®
破

し

て

ゐ

る
。
次

に

第

二

の

承

認

は

勞

働

協

約

，の

合

法

性

及

び

强

行

性

の

规

定

で

、

原 

案
镄
十
ニ
條
が
夫
で
办
る
ぺ
著
溃
は
前
段
ど
同
樣
先
づ
資
本
家
馏
謬
显
の
批
判
よ
り
論
步
を
進
め(

一

四
七—

】 

芄
四
質
}「

勞
働
協
約
の
强
府
性
の
文
字
に
自
山
'0
束
縛
を
慨
く
資
本
家
も
孙
充
分
晚
に
勞
働
協
約
は
强
行
せ
ら
れ
て 

現
#

すV
J
^

み
る
榮
働
濟
名
。
典
に
一

種
の
幻
想
に
喜
悲
す
る
の
恐
^

過
；ぎ
な
い仁(

一
五
七K)

マ

」

能
.く
中
疋
：繁
背

_ニノ'し2.しずぬ1、V -印 ! 'パ，「め f.戮 !し 誠 设 治 趣 ほ 還 S麵  - 1，-ュ‘染 孤 遮 通 威 轉

の
論
斷
を
な
し
て
ゐ
る
。

. 

:

- 

「

.

:

原
案
は
觅
に
希
銎
に
ょ
つ
て
勞
働
組
合
に
.對
し
法
人
格
の
取
得
を
承
認
す
る
。
然
し
'著
者
は
先
づ
典
現
在
の
我
國 

I:
於
け
る
必
要
程
度
ょ
り
說
き
起
し(

1
.五
八
頁
以
下)

"

此
問
題
は
財
產
權
、
訴
訟
權
の
確
.定
の
み
に
終
ら
ず
，
爭 

議
め
賠
償
责
任
の
問
題
に
係
は
る
こ
ざ
、
.
ィ
ギ
リ
ス
及
び
.ァ
'メ
リ
力
の
：歴
史
に
徵
す
る
も
右
の
賫
忸
铯
除
を
確
定
す 

.

る
こ
ど
は「

忽
緖
に
附
し
得
ざ
る
組
合
.法
中
の
重
要
事
さ
見
ね
ば
な
6

ぬ」

：

(
H

ハ
八
頁)

.理
由
を
說
明
す
る
。

.

而
し
て
著
者
ば
以
上
の
如
ぎ
圈
結
權
"
勞
働
像
約
に
續
い
て
罷
業
權
の
觀
察
を
忘
れ
ず
2

六
九
頁
以
下
：r「
r i

業 

權
の
難
止
は
組
合
園
結
容
認
の
假
而
の
下
に
斷
行
し
#

る
丈
ょ
り
開
明
的
詐
欺
政
策
で
あ
る
ど
一K

は
ね
ば
な
ら
ぬ」

.

2

七
0

^)

"

#
へ
て
見
れ
ば
ヽ
腊
業
即
ち
勞
働
の
賣
控
は
資
本
主
義
_經
營
に
聆
て
は
生
產
0

賀
控
所
謂
操
業
短
縮
で 

あ
ら
：ぅ」

：:
七
一
頁
^
■「

^

る
に
，
#

に
，勞
働
者
の
爭
議
の
場
合
に
丈
け
>,社
會
產
業
に
姐
寄
を
及
ぼ
す
ミ
一
般
が 

.

.兄
る
傾
が
あ
る
の
は
、
非
常
：に
不
公
平
で
は
な
い
か」

(

同
廣)「

さ
れ
ば
民
法
.第
_

十
四
條
を
準
用
せ
ざ
ら
ん
ビ
^̂ 

祉
铙
周
案
の
態
度
は
當
さ
に
支
持
せ
ち
る
ベ
き
で
あ
る」

(

一
セ
-:
頁)

が
、
之
を
法
人
た
る
勞
働
紐
合
に
周
限
す
る
：
 

は
偷
$

に
狹
き
に
失
す
るV」

い
ひ
"

著
者
は
最
後
に
免
稅
規
定
を
1
瞥
し
た
る
後
，，
掠
案
考
察
0

"
結
論」

に
入
り
’
 

'
。
原
案(

の
採
*
^た
る
原
則
、
屆
出
主
義
の
：邀
義
を
論
じ
，

(
I

七
八
頁
以
下〕

、
勞
働
紐
合
側
が
好
意
を
以
て
之
が
支
持
に 

努
め
ん
ミ
す
る
に
反
し
て
資
本
家
側
が
之
^

全
く
反
對
の
態
度
に
出
た
る
,〕

ミ(
一

八
一
ー
丨
一
九
四
锊

)

、
而
し
て
言 

V

論
に
現
は
れ
た
輿
論
が
多
◊

前
者
：の
側
に
立
ち
だ
る

.に
、
政
府
部
内
に
於
い
て
行
政
調
査
#
の
意
嚮
は
後
者
の
側
に 

傾
き
"
勞
働
龃
合
法
要
綱
に
は
資
本
家
的
意
見
が
多
數
織
込
ま
れ
る
に
至
つ
た
.」

ど
、
之
に
對
し
て
勞
働
者
M
.惡
法 

反
對
の
次
171
>
威
運
動
を
惹
起
し
た
る
こ
ゼ
を
叙
1,
て「

«

定
案
の
考
察」

に
移
つ
て
ゐ
る
。

薇
宛
案
の
批
判
は
其
第
十
四
條
が
M

案
第
十
一
條
の
規
定
を
存
置
し
た
る
も
•
之
に
對
す
る
違
反
の
所
罰
を
削
除 

■

し
、「

_

行
の
鍵
の
所
在
を
び
き
出
し
に
示
す
辦
ビ
な
つ
た
の
は
必
ず
し
も
惡
い
ど
は
运
へ
な
い
し(

ニ
〇
五
頁)

ミ
忘 

.

ふ
に
始
ま
b

、
.

次
で
勞
働
#

*

^

關
す
る
損
幸
：賠
償
の
責
任
を
免
除
し
た
ゐ
確
定
，案
第
十
五
條
は
原
案
ょ
り
明
確
な

第

三

十

卷

(
一

四
九
五)

'

新
刊
紹
介 

第
十一

號 

一
二̂



箜I

十

猞

(
I

四
九
六

)

新
刊
紹
介
 

第

十

一

號一

三
〇

る
を
多
ビ
す
れ
ざ
名
、
尙
侬
然
ど
し
て
腿
味
で
あ
ム
こ
ビ
を
一
々
摘
發
じ(」

ー0
七
1

3 

|
i

T

頁
、

V、

拙
劣
又
は
：欺
瞞 

を
改
め
.で
明
快
直
截
に
規
定
せ
ん
，」

ど
を
求
め
て
ゐ
る
。
次
に
原
案
ょ
A

除
：せ
も
れ
た
る
勞
働
協
約
の
强
行
性v

j

 

辦
得
稅
營
業
税
の
免
除
に
就
て
ぅ
之
が
削
除
理
_

匕
し
：て
示
さ
れ
た
る
時
期
尙
早
論
の
非
を
擧
げ
9.

黾
稅
の
制
限
は 

實
際
の
影
響
大
な
$

ど
酿
>
.
.尙

「

少
し
で
も
改
惡
を
見
だ
る
事
は
遺
慽
で
あ
る
し(

一一.
一
一
四
頁)

V
」

云
つ
て
ゐ
る
。 

斯
の
如
.く
じ
て
値
に1

.1
個
の
權
利
が
組
合
の
.
爲
K

保
留
せ
ら
れ
、
然
も
課
せ
ら
る
、
條
件
は
分
割
表
現
せ
ら
れ
"

或
' 

は
加
重
f

る
、
こ
ビ
、
な
0

た
の
で
あ
る
ド
而

し

て

r

我
が
國
の
勞
働
組
合
法
は
勞
働
組
合
公
認
法
案
か
ら
勞
働 

:

組
合
収
締
法
案
に
變
生
せ
ぅw
惡
篤
せ
ら
る
->

所
以
.
は
、
疋
に
此
の
兩
個
の
部
分
に
；起 
>

し
變
5 1
に
山
來
す
る
所
甚 

だ
多
：い」

(

ニ
ニ
五
茛
、

!

’ 

 ̂

.
、

先
づ
原
案
に
於
て
定
義
條
伸
ど
し
て
ー
括
せ
ら
れ
た
规
定
は
她
定
案
に
於
て
は
數
個
條
に
分
た
れ
る
の
で
あ
る
が
、 

i

r

 

i

條
は
原
絮
を
踏
璣
し
"

.

新
に
挿
入
せ
ら
れ
た
る
第
十
三
條
は
；「

干
®

夂
臭
味
あ
る
を
否
定
し
.雛
ぃ」

(

ー
三

七 

M

)

も
の
で
あ
り
、「

第
十
條
の
基
金
.に
_

す
る
規
足
は
政
：治
行
動
0

抑
制
を
目
；的 
<

 し
：て」

設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ 

る(

ニ 
一
 

I

七
I

I

1
三
三
釋)

。.

而
し
て
構
成
條
件
の
.

第
二
は
產
業
別
職
業
別
の
條
伸
ミ
單
：位
の
：條
伸
及
び
解
散
規
定
で 

之
に
.
就
て
著
者
は
次
の
如
く
云
ふ
。
組
合
は
第
ー
條
に
ょ
っ
で
.「

同

一
:

又
は
：類
似
の
職
業
又
は
產
業
の
勞
働
者
の
組 

織
す
る
.
も
の
の
み
に
法
*

上
.
の
取
扱
を
與
へ
んV」：

し
、
之
に
は
例
外
を
認
む
る
も
第
三
十
三
條
の
規
定
は「

軍
部
エ 

場
に
對
し
て
惡
用
さ
れ
る
危
險
は
甚
^ :

大
で
あ
る
し(

ニ
三
五
頁)
。斯
の
如
き
は
原
案
の「

無
礙
な
る
に
戾
る
べ
き
で 

あ
る」

(

ニ
ー
一̂

頁)

‘

次
に
« 1
&

#

ぬ
の
.
规
定
に
就
て
は
、
人
_

の
制
限
を
除
外
せ
る
は
«

定
案

の1

進
步
で
あ
る
が
、 

聯
合
體
が
全
て
法
律
か
ら
除
外
せ
ら
れ
た
こ
ど
は
看
逃
し
雛
い」

C

ニ
四O

以
下
參
照)

。
斯
く
の
如
く
し
て「

一
組 

合
ど
间
樣
な
る
產
業
別
聯
合
體
は
敢
て
云
ふ
i

で
も
な
い
、
.
'評
議
龠
、
總
同
盟
さ
て
tf
全
‘國
總
聯
合
等
の
勞
働
組
合 

の
諸
機
關
に
、
そ
の
疋
當
な
る
機
能
を
衍
ひ
得
べ
会
事
を
保
證
せ
す
し
て
、
而
も
租
狀
を
あ
り
の
儘
に
承
認
す
る

事 

を
«

則
ど
す
る
勞
働
組
合
法
€

言
64
得
る
で
あ
ら
ぅ
か
入
ニ
：四
九

.

一

^ニ
五
'〇
頁
V

V
タ

!

取
豨
條
項
は
大
體
に
於
て
原
案
5

同
じ
く
義
務
規
定VJ

監
督
規
定
よ
ら
成
.る
が
、

「
法
，人
格
：が
法
案
適
用
の
必
喪
條 

仲V
*

な
つ
た
の
で
、

其
の
爲
に
痈
出
主
義
，の
本
旨
は
沒
却
せ
ら
れ
認
可
主
義

1
2著
じ
：く

近

接
す
る
に
至
つ
た

」
0
1

五 

,
.七

頁

、
。_

の
如
'き
精«
は「

勞
#

|1
1

合
|か
本
來
持
つ
ff
i
fi
g

を
ば
木
自
^
に
掠
#

し
減
殺
せ
ん
^

す
る
も
の
で
め
つ
て
、 

さ
ぅ
し
た
行
動
の
結
果
は
運
動
の
秘
密
化
暴
力
で
あ
る
こV」

は
"

餘
り
に
明
白
な
論
理
であ

.：

る
b

一
五
八
！
ニ
五
九 

:,
::
,
頁)

。「

最

後

：に
組
合
が
く

>

石V

き
條
伸
の
門
は
最
も
暗
く
且
雜
濉
で
あ
る
。：
日
ぐ
地
方
長
官
の
決
議
取
消
梢(

第 

十
七
條
S

规
約
變
页
命
令
植
，c

第

十

八

條

)：.

及

び

主

務

大

ま

の

解

散

.
：令

權

(

第

十

八

條

)

是
.で
あ
る」

へ
一
一
六
ー
ぢ 

「

解

散

命

令

は

謂

は

く

「

死
刑
執
行

」
：

で

あ

：る
がb

l
六
一
賣.

)「

殊
に
'解

散

命

令

權

：の
：處
在
；を

檢

す

>
<
?
:
ど
き
は
、»
定
法
. 

案
♦か
殆V」

世
界
に
絕
せ
' る
腮
迫
规
定
で
あ
り
、
我
國
獨
得
の
勞
饊
組
合
撲
滅
法
^

實
狀
を
暴
露
す
る」

0

一
 

丄ハー一一 

頁)

ど
極
論
し
た
る
著
者
は
，
m

に「

春
秋
の
論
に
擬
す
る
な
：ら
ば

 

>
:變
裝
せ
ノ
為
|
.
砰
主
義

 

>脅
迫
的
な
解
散
命
令
，」

,

I
卜
階
級
_

爭
の
布
吿
で
あ
，み
？

「

危

險

思

想

」

の
本
山
で
あ
る

」
(

ニ

六

七

頁

)

^

喝
破
；
し.で
ゐ
る
が
"
續
い
て
此
法
案 

;

は「

未
だ
充
分
に
.

「

取
締
法
案
に
變
生
し
了
せ
ざ
る
重
大
な
'る1

■

を
殘
す」

(

ニ
六
八
：頁
/

而
し
て「

夫
は
專
ら
法
人 

格
の
取
得
の
自
由
て
ふ
事
に
存
す
る
J

S
六
九
頁)

J

)

の
大
穴
の
：存

在

に

：よ
つ
で
政
»

«

^

案

は

徙

爾

な

る

勞

働

紐 

-
-

合
取
締
法
案
な
る
形
を
描
出
し
た
1(

ニ
七
1

M

y
之
を
以
て
勞
働
組
合
蓮
動
者
に
は
.忿
懣
、
取
締
法
論
者
に
は
失
望 

,

を
惹
起
さ
し
め
、
結
局
何
人
の
側
よ
り
も
十
分
の
支
持
者
を
得
難
き
：こ
ご
を
以
て
最
後
の
一
磐
を
加
へ
て
居

る

>

以
上
は
著
者
が
言
は
ん
欲
す
る
要
旨
の
大
要
を
見
ん
ど
欲
：し
て
.全
卷
.

H

一
百
卷
を
迎
つ
於
に
過
ぎ
な
い
。
之
丈
け
で 

は
：
著
者
の
諸
法
案
に
：對
す
る
分
析
的
及
び
綜
合
的
批
_

の
全
班
を
示
す
に
足
ら
ざ
る
は
.勿

論

"
觀
察
の
精
緻
ノ
論 

理

の

撥

徹

，
，文

章

の

明

拆

等

本

書

の

有

す

る

特

徵

t

7K
さ
ん
ビ
す
る
こ

V
J

も
到
底
及
ば
な
い
：の
で
あ
る
。：

.

.
ぐ
.

•■
:
.
- 

ー1
.
.1
1
.‘： 

：

:
: 

.

.

•

次
に
末
弘
博
士
，
の

「

勞
働
.法
：硏
究

J

は
：昨
年
及
び
今
年
の
二
：個
年
間
に
雛

.誌「

改
造」

其
他
に
：於
て
發
表
せ
ら
れ
た
る 

勞

働
龃
合
法
論
、
根

本

的

^
改
惡
せ

A-

れ
疗
る
勞
働
組
合
法
案
，「

勞
働
組
合
取
餘
法
案
，̂

評
す
"

勞
働
協
約
：ビ
法

m
i

十

翁

ニ

炅

さ

：

蕲
刊
棼
| 

‘第
十一

號

匸

ー

コ

:

Iv
^
i
r 

V

J
- 

- 

-
5
-
—

-
5
r
f
-
-
5 

3

■•
—
 

a
g
l
.
—

-
-
i
l
g
_
J
g



第

二

十

卷

C
l

四
九
八)

渐
刑
紹
介 

第

十

一

號

一

三
ニ

律
，
就
業
規
則
の
法
#

的
硏
究
"

勞
働
：爭
議
調
停
法
解
說
、.
.公
益
企
業
$

同
盟
；罷
業
の
.諸
篇
に
新
仁
佛
國
の
新
職
業 

組
合
法
ク
f t

國
勞
働
.協
約
法
の1

ー
篇
を
加
へ
: T
f i

成
せ
A

れ
^

ゐ
る
.
?

而

し

_
て

之

を

景

-.
0

上
ょ
り
觀
察
す
れ
ば
最
初 

の
：三
篇
、
即
ち
前
段
紹
介
し
た
る
山
中
氏
の
著
書
が
主
題
ビ
し
た
る
我
國
の
勞
慟
組
合
法
案
を
主V」

し
て
取
扱
べ
る 

論
文
は
i

殆
ん
ぎr

1

W

八
屮
頁u

亘
々
全
紙
數
の
過
半
に
'
及
ん
で
ゐ
.

る
。.
是
等
諸
爾
の
價
値
に
就
て
は
脒
に
世
に
矩 

評
ぁ
々
、
吾
人
の
骜
言
を
要
し
な
い
處
で
あ
る
が
>

,

再
び
.精
讀
の
機
會
を
與
へ
ら
れ
た
る
に
際
し
"
殊
に
數
旬
を
出 

で
す
し
て
.
前
者

V」

幷
び
世
に
現
れ
代
る
.
に
際
し
•

其
要
旨
を
紹
介
し
、”
：以
.
て
：弘
く
之
.
を
讃
W

君
子
に
推
薦
せ
ん
ヾ」

欲 

す
る
の
で
あ
る
o

: ,

著
^

は
興「

^

f i
ff
i

合
法
論」

の
第
一
章
に
於
て
、
契
約
自
由
の
原
則
は
：平
等
者
相
互
問
に
於
て
の
み
疋
し
<
成
立 

し
得
る
こ
.V」

ょ
り
說
き
起
し
>

勞
働
契
約
が
其
本
質
上
.之
を
契
約
自
*

の
原
則
に
一
：任
す

V

か
ら
ざ
る
こ

V」

ざ
邦
理
：
 

⑴
を
礙
げ
"

資
本
主
義
經
濟
組
織
の
：下
に
於
け
る
勞
働
者
は「

契
約
自
由
の
名
目
：の
下
に
實
一
は
強
制
的
に
脒
定
の
與 

へ
ら
れ
た
る
環
境
の
：中
に
押
し
込
：め
ら
れ
づ 
>

办
る」

：> 

j 

V」

、「

對
等
者
.
.ビ
し
て
資
本
( ;
.
對
立
し
、'
:牛
等
の
11
係
に
於 

て
之V

契
約
を
締
結
す
る
爲
に
は」

、「

屢
の
力
に
ょ
つ
て
勞
働
の
賣
り
止
め
鐵
リ
控
へ
を
行
上
.

w 

S

が
出
來
ね
ば 

な
ら
ぬ」

、而
し
て「

勞
働
鈕
合
泠
勞
働
紐
合
た
る
所
以
^

_

體
取
引
に
祐
な」

？
此
本
領
金
勞
働
法
の
硏
究
者
は
：摁
促 

ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
S

を
論
じ(

一
ー2£—

五
四
1
.

)

、
第
亡
'翁
に
勉
て
は「

今
日
我
_

0
:
勞
働
者
が
幽
結
'
の
カ
.
に
ょ
^

て
，
 

資
本
家

V

對

等

の

地

位

に

.
立

ち

つ

 

>

之
ミ
.平
等
の

»
引
を
爲
す」

，が
.
爲
の
三
誠
の
障
害
を
擧
げ
る
。
即

ち

某

一
は
、 

,
勞
鋤
紐
合
の
&

織
を
阻
害
す
'
べ
き
各
秫
の
刑
前
法
令
で
：办
り
>

へ
其
ニ̂

資
本
家
の
.
滕
追
*
其
三
は
法
律
の
忐
に
對
す 

る
態
度
^
あ
る
ビ
云
ふ
、
五
五
丄
ハ
.
四
寅
：

)

パ
而
し
て
節
を
.
分
ち
て
第
一
に
刑
_

规
定
た
：る
治
安
_
饗
察
.法
、
‘各
府
縣
.の
. 

智
參
^

月
.
.
.
.

1

般
外
法
中
.
の
諸
^

定
を
評
A
ii
l
nし
.

C
.

六
四
，̂
yL
m

M

^

第

-1
1

1 -
.
に
於
て
.
は
傭
主
0

歷
迫
ヾ」

法
雜
.
に
就
き
，
 

「

|#

1

體
交
涉
の
蔸
否」

、
.「

紐

合

員

の

鹿

：
入

柏

西

」
「

損
_害
賠
償
0

請
求
ば
を
內
外
の
.
判
決
等
に
ょ
0
'

て
說
明
し

(

九
五
_

j
 

I 

ー：«

1

)

、
第
三
節
(1
於
，て
は
勞
働
.紐
合
：が

1
':.

つ
：，の
入
.
格
な
き
社
卿
た
.：る
べ
备
こ
ビ
ど

之
.(
:

關
す
る
現
行
法
上
の
%

筲
を
說
明
し
て
.ゐ
るc

.
r

 

:1

六
-
-
'

r .
m

ル
真
：

)

0
1是
等
の
所
論
は
努
傲
組
'合
法
：論
0-
主
耍
部
分
0」

だ
る
ば
勿
論
で
i
 

る
か
"

就
中
、
刑
法
の
刑
韵
规
忠
■の
適
用
、
人
格
な
き
社
眺
た
る
勢
働
紐
合
の
収
扱
0
如
1き
は
*
我
國
の
勞
動
組
合 

法
案
を
硏
究
す
る
激
に
採
り
て
#

に
注
意
を
拂
.ふ
べ
^

も

の

で

あ

る

'.
•

::
::

第一」

寒「

势
働
紐
合
決
制
定
に)

關
す
る
諸
問
題」

ば
所
謂
«:
會
周
原
案
た
る
勞
働
組
合
法
案
に
齒
す
る
批
判
S
も
云 

:
ふ
、へ
；ぐ
ノ
之
を
{|
|
巾
氏
の
著
書
$
對
照
す
れ
ば
|

^
典
味
湧
然
た
る
も
の
が
め
る
.で
あ
ら
ぅ
。
著
者
は「

國
家
W
努 

磡
剎
合
法
を
制
定
す
る
に
っ
，い
.て
の
根
本
精
神
は
、
飽
ぐ
ま
で
も
斯
ぐ
の
如
き
靡
接
の
社
會
的
弈
在
に
向
つ
て
如
何 

な
る
佚
#

的
取
扱
を
與
ふ
べ
さ
か
を
考
慮
す
る
點
に
稆
せ
ね
ば
な
ら
な
い
？
法
律
を
以
て
勞
働
紐
合
を
定
義
し
、
0 

會
，の
^

働
勒
合
を
親
て
其
、信
&

の
#

に
入
れ
て仕

！！

は
ぅ
ビ
考
ふ
る
が
如
&

は
抑
：も
甚
し
き
_
|
|り
で
あ
る」

(
I

四
 ̂

1
,
1四
九
頁

〕

：
ど
先
づ
法
律
に
於
て
：
或

事

項

を

定

義

す

る
！！：！

的
を
明
に
し
、

「

定
義
.の
批
評
に
際
し
て
爲
さ
る
ベ
き
主 

51
の
考
虛」

は「

法
#

の
風
へ
ん
ビ
す
る
取
极
^
其
定
義
す
.る
勞
働
11
合
に
.の
み
限
る
ご
^
が
妥
當
な
b

や
、
叉
は 

'
'其
取
扱
を
定
_

に
相
當
す
る
齟
合
の
總
て
に
與
ふ
.る
は
廣
.き
に
：失
ぜ
今
や
.等
の
，諸
點
1-
:!'
.で
あ
る
ミ
沄
ひ(

一
五
‘一|
胃) 

原
案
第j

俯
を
揭
げ
て
組
合
定
義
々
し

*]
1
合
の
目
的
«
圍
を
.示
し
、
法
案
の
與
.
.へ
ん
，.ビ
す
る
.
.四
猶
0
利
益(

第
.四
.、4
~
> 

一
十
：

1
、

十
二
の
各
條)

ど
六
秫
の
監
督
规
定
•
即
ち
屈
出
義
務
、
報
告
義
務
-
搬
讨
義
務
！
地
方
搔
官
0
,取
消
戀
0! 

命
令
，
法
人
た
る
齟
合
の
登
記
義
務
：を
耍
約
“し(

1

S
六—

.

r

五
.七
®)

？
先
づ
：定
義
の
分
析
的
硏
兜
に
入
りr

勞
働 

條
タ
ノ 

S
あ
改
善
し
を
#
議
しC 

i

五
七
I

一
 

六
四
頁)

、
人
數
の
规
定
を
»

人
'す
る
に
反
對
し(

一

六

七

真)

、

然

る
 

後
定
.義
に
關
聯
し
て「

勞
働
者
し
の
意
義
、
次
に
龃
織
の
單
位
、
■勞
働
紐
合
の
*

合
，0
問
題
を
馏
潔
に
處
理
し
て
.r

一
 

.六
八—

一

七
五
頁)

第
.一
節
を
終
っ
て
&

る
。
而
し
て
楚
等
の
問
題
は
細
に
紹
介
し
た
な
出
中
氏
の
著
書
に
は 

一
rt 

詳
述
せ
&

れ
て
ゐ
る
處
.で
あ
る
：
。
.
•,
:
:.

:

.

.勞
働
紐
合
の
法
律
的
®

議
を
論
す
る
第
一
'

|

節
に
於
て
は
"

我
國
に
於
け
る
各
極
の
刑
罰
.法

令

が

.
勞

働

龃

合

の

組

織
 

行
爲
の
妨
害
を
な
す
の
事
實
に：

艦
み「

刑
樹
..法
’令
廢
止
の
宣
吿
的
規
定
..は
：や
は
り
之
を
勞
働
組
合
中
特
に
其
胃
通
に 

热U

十

卷

(
一

四
九
九>
1 

I
新
刊
糾
介
 

第
屮，一.

號 

一M



第
二
十
# 

(

一
 

五
〇
o〕

新
刊
紹
介
 

第
十】

號

.

一
三
四

之
を
f

ベ
会
で」

あ
る
事
を
主
張
し(

： 1

七

七
茛y

資
本
家
伽
の
妨
害
の
第
1
_>

雇
傭
拒
絕
を
禁
止
す
る
第
：十
一

條

及

び

第

一

一

十

-—
*

條

に
反

對

す.る
意

見

を

檢

討

し

^
一

 

七
九
旗
以.下
^

其
.無

用

の

規

定

な

ら

ざ

る

事

を

カ

說

す

る

：

(

.
ー

八
一
胃
以
下)
。
酣
し
て
»

ボ
家
«

の
48
«

の
»
ー
 

ー、_

禮
欠
涉
の
拒
絕
に
對
し
て「

一
定
の
條
件
の
下
に
團
體
交
涉
を
：

受
け
忡
く
る
義
務
を
負
檐
せ
し
む
べ
き
規
定
を
設
け
ね
ば
^ '

ら
g

j

0

で
あ
る
が
、
原
案
第
十
二
條
は
十
分
な
ら
ざ
る

旨
を
明
か
に
しC

一
 

八
凼
頁
^

©

#

の
#

コー.，、
損
窖
賠
廣
の
訴
を
#
»
す
る
原
案
第
六
條
即
ち
民
法
笕
四
十
四
條
の
適

用
を
排
除
す
る
方
釙
を
採
る
に
至
り
.
た
る
態
度
を
以
て

「

不
當
な
す
る
も
の
で
あ
る

」

2
八
六
贾

)

ざ
云
ひ
，

之
を
支
持
す
る
三
佩
の
理
_

を
擧
げ
"

寧
ろ
斯
る
根
據
は「

同
盟
骶
業
の
適
法
性
に
求
む
べ
き
'
で
あ
り
>
 

從
つ
て
若
し

こ
の
點
に
付
て
規
定
を
設
け
んV」
す
る
な
ら
ば
"
先
き
に
ー
言
し
た
刑
割
法
令
廢
[1
:
の

宣

言

的

規

定

ビ

併

べ

て

」
「

宣

言
す
る
の
が
最
も
當
を
得
た
立
法
方
法
で
あ
ら
ぅ
で
考
へ
る
の
で
あ
る」

：C

一
 

八
七
1

1
八
八
i t)

ど
云
ふ
。
次
に
勞

働
紐
合
の
發
達
の
妨
密
せ
ら
る
、

「

私
法
的
權
利
保
護
の
蚤
然
拒
絕
せ
ら
れ」

た
る
點
に
就
て
は
，
原
案
第
四
條
を

至
當
な
b

ど
し(

l

A
J/
L

H

r

尙
組
合
保
議
0

|
方
法
た
る
免
稅
の
規
定(

第
+

條)

上
&

「

營

業

税

免

除

の

_

は
初

:

め
よ
り
右
の
列
鐵
中
よ
り
除
ぐ
方
が
理
論
上
汜
當
で
あ
ら
ぅ
し
ハ
一
一
一
九
頁)

i

論
&

T ;

ゐ
る
'

;

次

，に

第

三

章

第

三

節
{1
於
て
は
國
家
の
監
督
を
論
す
る
の
で
あ
る
％
、‘
著
者
は
屆
出
義
務
に
就
で「

向
ら
法
人
格

の
取
得
を
希
紫
す
る
程
の
紐
合
に
付
い
て
だ
け
登
記
義
務
を
課
し」

其
他
の
小
さ
組
合
に
ま
で
特
別
の
義
務
を
課
ぜ

ざ
る
を「

遙
に
賢
明
で
め
る
や
ぅ
に
考
へ」

2

九

七
頁

r

財
產
報
齿
の
義
務
に
關
ず
る
规
定
は
獰
み
之
れ
を
削
除

し
"

法
人
た
る
紐
合
即
ち
‘
第
三
者
^
の
財
鹿
的
交
涉
を
生
ず
る
處
れ
め
る
組
合
に
限
-0
,
て
、
财
產
目
錄
の
調
製
備
付

を
命
す
ろ
こ

V
J

に
し
て
置
き
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
e

M

H

の
で
あ
な
。.
r
次
に
.
第1

一
の
監
督
方
法
だ
る
規
定
、
即
ち
池
方

長
^

の
有
す
る
規
約
抻
に
決
議
.に
對
す
る
取
消
又
は
變
姐
の
權
能
に
關
し
て「

第
十
瓦
條
は
法
律
的
a

地
よ
り
す
れ

ば
®

だ
無
意
義
な
り」

(

ニ
〇V

V

頁〕

第
十

六

條

は「

法
案
が
折
角
認
可
主
.義
を
採
ら
ざ
り
し
根
本
の
自
曲
的
褙
舯
が 

失
は
れ
し
る
が
故
に「

本
條；

も
亦
無
用
の
規
定
に
過
t

S
解
す
る
の
で
あ
る」

0
.1

〇
三
R)

。
而
し
で
著
者
は
以
上
の

如
く
祉
會
屈
拟
案
に
批
評
を
加
へ
た
る
後「

結
語」

？
し
て「

公
平
な
立
埸
か
ら
見
て
尙
：遺
«
な
點
は
少
く
な
い
ビ
し 

.
て
も」

？「

私
の
大
體
賛
同
V
J
偕
ま
な
い
所
の
も
の
で
あ
る」

(

ニ
0

四
頁)

ど
言
ふ
。

~
「

勢
働
法
硏
究J

に
採
錄
せ
ら
れ
た
る
第
二
の
論
文
は
■「

根
本
的
に
改
惡
せ
ら
れ
た
る
勞
働
紐
合
法
案」

で
あ
っ
て
" 

行
政
調
査
#

の
勞
働
組
合
法
欺
綱
に
對
す
る
批
評
で
あ
る
。
之
に
よ
る
ミ
第
一
に
：

「

勞
働
組
合
の
聯
合」
を
龃
合
の
定 

義
中
よ
り
除
外
す
る
結
果「

組
合
聯
合
の
爲
に
忍
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
B

^.
の
不
便
不
利
0

生
中
べ
き
こ
^

を
想
像
せ
ざ 

る
を
得
な
い
の
で
あ
る」

0
1
I
A
I
1

1
1

九
頁)

y「

個
々
の
產
業
別
紺
合
に
向
っ
て
法
雜
上
勞
働
組
伶
の
取
扱
を 

與
ベ
さ
へ
す
れ
ば
"

其
聯
合
に
向
つ
て
重
ね
て
特
に
同
樣
の
取
扱
を
與
へ
る
必
要
は
な
い」

ど
云
ふ
が
如
き
は「
實 

に
现
在
-
3
:發
逄
の
道
程
を
迎
り0

>

あ
る
吾
刷
組
合
運
動
の
現
實
.を

無

視

し

た

意

見

で

あ

る

」
(

ニ 
ニ
五
頁)

。第
二
に 

修
疋
案
は
總
て
の
紐
合
に
法
人
格
を
與
ふ
ベ
さ
旨
を
晛
定
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
$

「

一
方
そ
の
幽
體
の
利
益 

ビ
な
.る
方
而
め
る
ビ
同
诗
に
、
他
方
又
仑
の
不
利
益
ビ
な
る
べ
き
方
面
も
少
く
な
い
し
0

三

八
15)

。「

公
平
な
る
第 

三
者
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
？
.一
方
治
安
響
察
法
の
廢
止
に
依
り
國
家
的
刑
罰
手
段
に
依
っ
て
#
®
組
合
を
脈
迫
す
る 

の
主
義
を
棄
て
つ
\

他
方
之
れ
に
代
ふ
る
に
資
本
家
自
ら
の
私
的
制
敖
を
便
な
ら
し
む
べ
き
法
律
を
設
け
ん
ミ
す 

る
が
如
き
は
事
典
れ
句
身
甚
だ
矛
盾
なb

v
j

云
は
ね
ば
な
ら
な
い 

一0
.
r
n
i
n

ー
裒)

。
修
疋
案
の
第
三
の
缺
點
は
原
案 

-

第
二
十
一
條
の
罰
則
規
定
を
削
除
し
た
る
事
で
あ
る
が
ノ
著
者
は
以
J1
の
如
き
改
^
 

る
資
本
家
に
し
て 

「

者
し
も
，
そ
の
自
ら
揚
言
す
る
が
如
く
、
產
樂
に
.依
つ
て
國
家
，に
貢
献
す
る
意
が
あ
る
な
ら
ば
、
自
己
の
利
益
を
打 

.
算
す
る
ビ
同
時
に
、
彼
等
の
生
產
の
缺
ぐ
べ
か
ら
ざ
る
提
携
考—

勞働
.._

の
爲
め
に
も
同
じ
く
合
理
且
公
JE
な 

る
取
扱
を
與
へ
"

彼

等

も

亦

滿

思

し

て

國

家

產

業

の

爲

：め

.に
共
に
努
力
せ
し
む
べ
く
，
萵
全
の
策
を
講
せ
ね
ば
な
ら 

ぬ
！
！
，で

あ

る

し

(

ニ

三

九

贾̂

っ
私
は
"

1

方
勞
働
者
に
向
つ
で
疋
に
與
ふ
べ
き
も
の
を
與
ふ
る
こ
ビ
な
ぐ
"
而
か
も 

他
方
資
本
の
立
場
の
み
か
ら
國
家
產
業
の
將
來
を
考
墘
せ
む
V
Jす
る
；か
如
き
人
々
に
對
し
て
、
絶
對
的
に
反
對
の
意 

を
表
せ
ざ
る
.を
得
な
い」

-(

ニ
四 

一.—

ニ
四
ニ
頁)

？
斷
言
し
て
ゐ
る」

第
二
十
怨C

I
M
O
i
)

.

新
刊
紹
介 

第
十1

號

■

r
一S



m
ニ

十

卷(

I
JL
O

I

D
新

刊

籾

介

m
十一

號

ご
ユ
卞

「
勞
«

法
硏
究」

の
第
三
の
論
文
：は

「『

勞
働
組
合
取
締
法
案
.

』

を
評
す」

ど
題
し
、
政
府
の
最
後
の
勞
働
鈕
合
法
案 

即
ち
所
^

政
府
截
宠
案
に
對
す
る
批
評
で
あ
る
。
之
に

t

於
て
は
先
づ
著
者
は
法
案
が
行
政
調
^
會
の「

審
議
に
か

け
 

it
i

れ
た
-
 ̂V」
夫
自
身
の
妥
當
さ
に
つ
い
て
甚
し
き
疑
問
を
有
す
る」

.
こ

.(
£

を
明
か
.に
.し
、
：
大
體
前
論
の
要
旨
を
踏
襲 

し
て
：第

I

に

「
同

j

又

、

V

類
似
ノ
職
業
又
ハ
爺
業
ノ
勞
働
者j

に
あ
4

さ
れ
ば
紐
合
を
組
織
し
得
ざ
る
こV」

、

第
二 

に
a

合
の
S

的
に
關
す
る
规
定
*

屈
出
義
務
、
.組
合
の
總
て
を
法
人
ど
す
る
規
定
が
著
し
く
原
案
ビ
興
％
こ
.ビ
、
次 

に
法
案
第
十
四
條
が
M

案
第
二
十}

條
及
び
第
十
二
條
を
骨
拔
さ
規
定
た
ら
し
め
た
る
こ
ビ
、
最
後
に
取
締
泥
宠
の 

嚴
m

な
る
こ
气
殊
に
解
散
规
樂
第
十
九
條)

に
：對
し
て
.は「

絕
對
的
.に
.解
散
命
令
：を
排
斥
せ
ね
ば

な

ら

な

い

」
(

ニ 

六
六
S

,
ビ
極
論
し
ノ
最
後
に
資
本
家
に
向
ひ「

彼
等
若
し
勢
働
問
題
を
論
せ
ん
ビ
欲
す
る
な
ら
ば
先
づ
そ
の
資
本 

家
：本
位
な
る
產
槳
舰：

を
棄
：つ
.ベ

き
ノ 

.

iを
耍
求
せ
ざ
.る
を
得
な
い」

：.

(

ニ
六
八
頁)

"
又「

警
察
當
局
が
«
ら
社
會
治
安 

の
M

地
に
の
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